
仕事内容

※週３５時間の場合

■ 超過勤務手当（実績支給）

■ 通勤手当(上限59,000円)

勤務場所 　　職業能力開発施設

　８時４５分 ～ １６時３０分(週３５時間) 　週２８時間～週３５時間で応相談可

休日休暇等 　■週休２日制（土・日・祝） ※年間休日１２３日（令和７年度）

　■年次有給休暇　　 初年度１０日（採用月や週勤務時間数等により異なります。）

　■特別休暇

社会保険等 　健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

　■病気療養等の給付金制度があります。

　■スポーツ大会等のレクリエーション事業を実施しています。

健康管理 　毎年、定期健康診断を実施しています。

〒651-2181　　神戸市西区曙町1070

　　総合リハビリテーションセンター　管理部総務課

　　ＴＥＬ：078-927-2727（代表）　（電話照会：９時～１７時（土・日・祝除く））

　上記申込先に電話申込のうえ、履歴書(写真貼付)、職務経歴書を申込先へ郵送

職員互助会

勤務時間

諸　手　当　等

令和8年4月1日

募集職種

就労継続支援事業所Ｂ型等工賃を向上するため、企業や福祉事業所を訪問
し、企業と福祉事業所の仕事の橋渡しなどを行うお仕事です。

申込方法

申込先

　 　厚生休暇(リフレッシュ休暇)（上限5日/年間）、結婚休暇（上限5日/年間）、
　　 子の看護（上限10日/年間）、家族の介護（上限10日/年間）等

採用予定数

採用予定日

１名

円168,980月額
初　任　給
（給　　与）

しごと開拓員(職業能力開発施設) 【常勤等嘱託員】

※　常勤等嘱託員とは、単年度契約の職員で、更新回数は最大４回までです。

しごと開拓員(職業能力開発施設) 　採用試験案内

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

総合リハビリテーションセンター

１ 募集職種・受験資格・採用予定数等

３ 受験手続等

２ 給与・勤務条件・福利厚生等


